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介護職員等処遇改善加算等について

本資料は厚労省が作成した資料を、抜粋、一部追記し
たものです。
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制度の概要
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※経験技能のある介護職員の定義については、各事業者で設定する

※特定処遇改善加算Ⅰを取得する場合、サービスに応じ、該当する加算の区分の届
出を行っていることが必要になる（介護福祉士の配置等要件）

制度の概要
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制度の概要

※処遇改善加算、特定処遇改善加算及びベースアップ等支援加算を算定する事業所に関しましては、
次ページのとおり、書類の提出をしていただく必要があります。
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【提出書類】

・介護給付費算定に係る体制等に関する届出書

・介護給付費算定に係る体制等状況一覧表

・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善
計画書

【提出期限】

加算適用月の前々月末日。

例：9月30日に届け出た場合、11月より加算適用。

※前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合でも、加算に係る計画書を毎年度提出する必要がありま
す（原則、２月末提出期限ですが、様式の変更等により提出期限がずれる場合があります）

※前年度と同じ加算区分を継続して算定する場合、届出書と体制等状況一覧表の提出は不要です。

計画書の提出について
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【提出書類】

・変更に係る届出書

・介護職員処遇改善加算、介護職員等特定処遇改善加算及び介護職員等ベースアップ等支援加算 処遇改善
計画書

届出が必要となるのは、次の場合です。

1.会社法による吸収合併、新設合併等により計画書の作成単位が変わった場合

2.複数の事業所を一括して届出をしている事業者において、当該届出に関係する事業所等に増減（新規指定、廃止等の事由による）があった場合

3.就業規則を改正（職員の処遇に関する内容に限る。）した場合

4.加算（3）を算定している事業所がキャリアパス要件1、キャリアパス要件2及び職場環境等要件の要件間の変更が生じる場合

5.キャリアパス要件の適合状況の変更又は介護福祉士の配置等要件に関する適合状況の変更に伴って、年度途中で加算区分に変更が生じる場
合

※5の場合は、「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書及び体制等状況一覧表」もご提出ください。

計画書の変更について

計画内容に変更が生じた場合、「変更に係る届出書」を届出してください。
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【提出書類】

・介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算 実績報告書

【提出期限】

翌年度の7月末日
ただし、年度の途中で事業所を廃止された場合や介護職員処遇改善加算等の算定を終了した場合は、最終の
加算の支払いがあった翌々月の末日までに、実績報告書を提出する必要があります。
報告書の提出がない場合、加算の取り消しとなる場合がありますので、ご留意ください。

実績報告書の提出について

※介護職員処遇改善加算等の届出手続きについては、さいたま市ＨＰに掲載しております。

トップページ>事業者向けの情報 >届出・手続き >介護保険 >加算・減算関係

>介護職員処遇改善加算・介護職員等特定処遇改善加算・介護職員等ベースアップ等支援加算について

https://www.city.saitama.jp/005/001/018/011/p065718.html

https://www.city.saitama.jp/005/001/018/011/p065718.html
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処遇改善加算、特定処遇改善加算、ベースアップ等支援加算の取得は、介

護人材の確保・定着率の向上に効果的です。

安定的な介護サービスの提供には、介護人材の確保・定着率の向上が必要

であるため、各事業者におかれましては、制度の趣旨・目的をご理解の上、加

算取得に向けた取り組みを進めていただくようにお願いいたします。

最後に

《参考：処遇改善加算等に関する介護保険最新情報（令和5年3月1日以降）》
・介護保険最新情報Vol.1133 （令和5年3月1日）
・介護保険最新情報Vol.1136 （令和5年3月17日）
・介護保険最新情報Vol.1159（令和5年7月7日）
・介護保険最新情報Vol.1167（令和5年8月18日）




